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軽種馬生産育成強化資金利子補給事業実施要綱 

 
 

5 競 畜 振 第 2 4 1 号 
平 成 5 年 6 月 1 2 日 
財団法人 全国競馬・畜産振興会 
会 長 承 認 

 
制 定 
5 競 育 協 第 4 9 号 
平 成 5 年 6 月 7 日 
社 団 法 人  競 走 馬 育 成 協 会 

 
（ 途 中 省 略 ） 

 
一 部 改 正 
2 競 育 協 第 5 5 号 
令 和 2 年 7 月 2 2 日 
公益社団法人  競走馬育成協会 

 

 第１ 趣 旨 
軽種馬育成経営（以下「軽種馬経営」という。）の発展を図るためには、競走能

力に優れた軽種馬の育成を推進することが不可欠であり、軽種馬の遺伝的改良と併
せて軽種馬の育成に必要な施設、機械、草地等経営環境の整備・改善を図るのに必
要な資金の融通の円滑化を図ることが重要である。このため、公益社団法人 競走
馬育成協会（以下「協会」という。）は公益財団法人 全国競馬・畜産振興会（以
下「振興会」という。）の軽種馬生産育成強化対策事業の助成を受けて軽種馬の育
成に係る施設、機械、草地等の経営環境の整備・改善に必要な低利資金を融通する
融資機関に対し利子補給を行う軽種馬生産育成強化資金利子補給事業を実施するこ
とにより、もって軽種馬経営の強化安定に資するものとする。 

 
 第２ 事業の実施 

軽種馬生産育成強化資金利子補給事業の実施に関しては、振興会が定める競馬振
興助成要綱（平成３年１１月２７日付会長達第８号。以下「要綱」という。）、競
馬馬事生産振興事業実施要領（平成３年１１月２７日付会長達第１１号。以下「要
領」という。）及び軽種馬生産育成強化対策事業運用規則（平成５年４月３０日設
定。以下「規則」という。）の定めるもののほか、この実施要綱（以下「利子補給
要綱」という。）の定めによるものとする。 

 
 

 第３ 貸付対象者 
  １ 軽種馬生産育成強化資金（以下「強化資金」という。）の貸付対象者は、協会の 
   会員であって、次に掲げる全てに該当し、かつ、第５の軽種馬生産育成強化計画（以 
   下「強化計画」という。）について協会会長の承認を受けた者とする。 
 

（１）競走能力に優れた軽種馬の育成を通じて長期的に軽種馬経営の改善に取り組む 
  意欲が旺盛であり、かつ、経営管理能力を有すると見込まれること。 

 
（２）６０歳未満の者が現に主として軽種馬経営に従事しているか、又は主として軽 
  種馬飼養に従事している者が６０歳以上の場合には、原則としてその軽種馬経営 
  の後継者が確定していること。                       
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  （３）生産者団体が自主的に行う軽種馬の計画生産に違反していない者であること。 
 

（４）仔分馬又は預託馬を飼養する経営体にあっては、仔分又は預託に係る対等な管 
  理契約を締結している者であること。 
 

  ２ 軽種馬経営体が法人（１戸法人は個人とみなす。以下同じ。）である場合には、 
   １の（１）から（４）の全てに該当する協会の会員が過半数を有している法人、ま 
   たは協会の会員が代表者である法人であり、かつ、次の（１）から（４）のいずれ 
   かに該当する法人であって、第５の軽種馬生産育成強化計画について協会会長の承 
   認を受けた者とする。              
                   
  （１）農業経営を営む農事組合法人。                     
       

（２）農業者が、その法人の社員（業務執行権を有しないものを除く。）の過半を占 
  めている合名会社又は合資会社。 
 
（３）農業者が、その法人の議決権の過半数を有している有限会社。 

 
（４）農業者が、その法人の発行済株式の総数の過半数に相当する株式を有する株主 
  となっている株式会社。 

  
                                        
 第４ 融資機関                                
    強化資金の融資機関は、資金の貸付けの業務を行う農業協同組合及び農業協同組
   合連合会、農林中央金庫並びに協会会長が指定した銀行及び信用金庫とする。  
   
 第５ 強化計画                                
  １ 計画の作成 
     強化資金の借入れを希望する者は、借入申込時に軽種馬の育成向上により軽種 
    馬経営の強化を図るための強化計画を別紙様式第１号により作成し、強化資金の 
    借入申込書に添えて協会及び融資機関に提出するものとする。 
 
  ２ 計画の内容                               
     強化計画は、おおむね５年後を目標年次として、次の事項について作成するも 
    のとし、作成に当たっては、必要に応じて融資機関等の指導を受けるものとする。
   
  （１）軽種馬の育成向上に関する基本的考え方と強化資金対象施設等整備の考え方。 
 
  （２）軽種馬経営の現状と目標時における経営の状況。 
 
  （３）施設等整備計画とこれに伴う資金計画及び償還計画。 
 
  ３ 計画の審査及び承認 
 
  （１）融資機関は、１の借入申込書及び強化計画が提出されたときは、軽種馬生産育
    成強化資金融資協議会（以下「融資協議会」という。）を開催し、その内容につ
    き協議するものとする。                         
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  （２）融資機関は、それぞれの借入対象者ごとに融資協議会の意見を付した強化計画
    に別紙様式第２号による利子補給承認申請書を添えて協会会長に提出するものと
    する。 
     なお、利子補給の変更を行なう場合にあっては、別紙様式第３号による利子補

給変更請求書を添えて行なうものとする。 
 
  （３）協会会長は、（２）の強化計画等を受理したときは、融資協議会の意見を参酌

し、その適格性を審査し、強化資金の貸付による経営改善の効果等が見込まれる
ものにつき、承認を行うものとする。   

 
  （４）（１）の融資協議会は、道県（農業改良普及所を含む。）、市町村、第４の融

資機関、農業協同組合中央会、経済農業協同組合連合会、信用農業協同組合連合
会（以下「信農連」という。）、農業協同組合（軽種馬農業協同組合を含む。）、
協会等の関係者をもって構成し、強化計画の審査にかかる協議および事前調査の
ほか、当該事業の指導等にかかる総合調整、貸付対象者に対する事前事後の指導
等を行うこととし、その開催等に要する経費については予算の範囲内で協会が負
担するものとする。 

 
 第６ 強化資金の融通                             
  １ 貸付対象資金                              
     強化資金の貸付対象は、次のとおりとする。 
 
  （１）生産育成施設整備資金                         
    厩舎､馬場（屋内運動場を含む。）、放牧柵（パドックを含む。）その他協会が振
    興会と協議して必要と認める生産育成施設の改良､造成又は取得に必要な資金。 
   
  （２）生産育成機械等取得資金                        
    牧草等収穫調製用機械､農用地改良造成用機械、運搬用機械（馬運車を含む。）そ
    の他協会が振興会と協議して必要と認める生産育成用機械の改良､造成又は取得
    に必要な資金。 
                                        
  （３）草地更新等整備資金                          
    草地更新等整備に必要な資金であって､協会が振興会と協議して定めるもの。  
    
  ２ 貸付方法                                
     貸付方法は､証書貸付けとする。                     
    
  ３ 貸付条件                                
  

（１）貸付利率                               
ア．貸付利率は､年０．３０％以内とする。      

      
     イ．協会会長は、アの貸付利率を変更することが必要と認めたときは、 

年４．０％以内の範囲内でこれを変更することが出来るものとする。 
       ただし、貸付利率の変更前の貸付に係る利率については、当該変更前の 

貸付利率を適用する。 
 
  （２）償還期間及び償還方法 
     ア．償還期限は、最高２０年以内とし、償還期限の内において３年以内の据置
      期間を設けることができるものとする。                
              
     イ．償還方法は、各年元本均等償還とする。                
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  （３）貸付限度額                              
    貸付限度額は、１経営体当たり３億円とする。 
 
 第７ 利子補給金の交付                            
  １ 協会は、強化資金を融通した融資機関に対し､利子補給金を交付するものとし、 
   利子補給金の交付は､原則として７により協会から利子補給に係る事務の委託を行
   った信農連等を通じて行うものとする。 
 
  ２ １の利子補給金の利子補給率は､年１．３０％以内とする。 
 
  ３ 協会会長は､２の利子補給率を変更する必要があると認めるときは、これを変更 
   することが出来るものとする。 
    ただし、変更前の貸付けに係る利子補給については、当該変更前の利子補給率を
   適用する。                                
   
  ４ １の利子補給金の交付は、協会と融資機関との間に締結する利子補給契約書に基
   づいて行うものとする。                          
   
  ５ １の規定により交付する利子補給金の額は､毎年１月１日から６月３０日まで及
   び７月１日から１２月３１日までの各期間における強化資金の貸付平均残高（計算
   期間中の毎日の最高残高（延滞額を除く。）の総和とその期間中の日数で除して得
   た額とする。）に対し､２の利子補給率を乗じて得た額とする。  
 
  ６ 融資機関は､１の利子補給金の交付を請求するときは､別紙様式第４号による利子
   補給金請求書正副２部を作成し､５の各期間ごとの利子補給に係る貸付債権の回収
   状況に関する利子補給金計算書を別紙様式第５号により取りまとめ､利子補給金請
   求書に添付して､８の信農連等を通じて協会に提出するものとする。 
 
  ７ 協会は､融資機関から６の利子補給金の請求があった場合において、会長が適当で
   あると認めたときは､当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払う
   ものとする。 
 
  ８ 協会は､利子補給に係る事務の一部を信農連等に委託することが出来るものとす
   る。 
   
  ９ 利子補給金の請求および交付に当たり､信農連等を通じない場合は､協会が融資 
   機関と直接対応するものとする。     
 
 第８ 利子補給金の打切り等                          
  １ 協会は、強化資金の借受者がその借入金を目的以外の目的に使用したとき､及び 
   軽種馬経営を中止又は廃止したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切るこ
   とが出来るものとする。 
 
  ２ 協会は､融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの要綱又はこの要綱に
   基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り､又は
   既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を要求することが出来るものと
   する。 
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 第９ 事業の推進体制                             
  １ 協会は、行政機関、農業関係団体、融資機関等の協力を得て軽種馬生産育成強化
   対策の周知徹底に努めるものとする。 
 
  ２ 協会は、本事業の推進の円滑化を図るため、関係機関、関係団体と有機的な連携
   を密にし、これ等機関等の協力を得て貸付対象者に対する強化計画作成のための事
   前指導、強化計画達成のための事後指導等を効率的かつ効果的Ｐに実施するものと
す   る。 
 
  ３ 融資機関は、貸付対象者の自主性を尊重しつつ必要に応じて濃密な指導を行うも
   のとする。 
 
  ４ 協会等は、本事業の推進に当たっては地域の農業施策との整合性、調和に配意す
   るものとする。 
 
 第10 会計経理                                
    融資機関は、この事業に係る会計について、他の事業と区分して経理するものと
   する。      
                                        
 第11 帳簿等の保管                              
    融資機関は、この事業に係る書類及び経理状況を明らかにするとともに、この事
   業に係る関係証拠書類、帳簿を強化資金の最終償還の翌年度から起算して５か年間
   整理保管しなければならない。 
 
 第12 報告                                  
  １ 事業実施報告                              
   
   （１）融資機関は、事業年度の各半期ごとの強化資金の融通状況につき、別紙様式
     第６号により当該半期終了後２０日以内に協会に報告するものとする。   
    
   （２）融資機関は、事業年度の終了後２０日以内に強化資金融資実績報告書を別紙
     様式第７号により協会に報告するものとする。              
    
   （３）協会は、融資機関から報告のあった（１）及び（２）の報告書をとりまとめ、
     それぞれ各半期又は事業年度の終了後３０日以内に振興会に提出するものとす
     る。  
   
  ２ その他                                 
    融資機関及び協会から利子補給事務の委託を受けた信農連等は、１に規定する報
   告のほか、強化資金に係る融資及び利子補給事業の実施状況に関し、協会が報告を
   求めた場合又は協会がこの事業に係る帳簿及び関係証拠書類を調査する場合には協
   力するものとする。 
 
 第13 その他                                 
    協会会長は、本事業に関し、利子補給要綱に定めるもののほか必要な事項につい
   て、振興会と協議して別に定めるものとする。 
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金利改定日
 基準
金利

 利子

補給率

協会負

担

 貸付

金利

事業主

負担

施行月日 附　則

1 平成5年6⽉7⽇ 6.60 3.10   3.50 平成5年6⽉7⽇
2 H5-1 平成5年12⽉27⽇ 6.00 2.50 3.50 平成5年12⽉27⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

3 H7-1 平成7年8⽉9⽇ 5.05 1.80 3.25 平成7年8⽉9⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

4 H7-2 平成7年11⽉10⽇ 4.90 1.75 3.15 平成7年11⽉10⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

5 H7-3 平成7年12⽉8⽇ 4.70 1.70 3.00   平成7年12⽉8⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

6 H8-1 平成8年4⽉4⽇ 4.95 1.75 3.20 平成8年4⽉15⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

7 H8-2 平成8年9⽉20⽇ 4.80 1.70 3.10 平成8年9⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

8 H9-1 平成9年2⽉7⽇ 4.55 1.65 2.90 平成9年2⽉7⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

9 H9-2 平成9年3⽉28⽇ 4.40 1.60 2.80 平成9年3⽉28⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

10 H9-3 平成9年4⽉23⽇ 4.25 1.55 2.70 平成9年4⽉23⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

11 H9-4 平成9年5⽉23⽇ 4.10 1.50 2.60 平成9年5⽉23⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

12 H9-5 平成9年7⽉1⽇ 4.55 1.65 2.90 平成9年7⽉1⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

13 H9-6 平成9年7⽉25⽇ 4.40 1.60 2.80 平成9年7⽉25⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

14 H9-7 平成9年9⽉24⽇ 3.95 1.45 2.50 平成9年9⽉24⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

15 H9-8 平成9年10⽉27⽇ 3.80 1.40 2.40 平成9年10⽉27⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

16 H9-9 平成9年11⽉20⽇ 3.50 1.30 2.20 平成9年11⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

18 H10-1 平成10年2⽉6⽇ 3.35 1.25 2.10 平成10年2⽉6⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

19 H10-2 平成10年3⽉9⽇ 3.65 1.35 2.30 平成10年3⽉9⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

20 H10-3 平成10年3⽉17⽇ 3.35 1.25 2.10 平成10年3⽉17⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

21 H10-4 平成10年4⽉14⽇ 3.20 1.20 2.00 平成10年4⽉14⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

22 H10-5 平成10年6⽉16⽇ 2.95 1.15 1.80 平成10年6⽉16⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

23 H10-6 平成10年8⽉31⽇ 3.10 1.20 1.90 平成10年8⽉31⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

24 H10-7 平成10年9⽉18⽇ 2.80 1.10 1.70 平成10年9⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

25 H10-8 平成10年10⽉22⽇ 2.30 1.20 1.10 平成10年10⽉22⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

26 H11-1 平成11年1⽉6⽇ 2.20 0.90 1.30 平成11年1⽉6⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

27 H11-2 平成11年2⽉12⽇ 3.50 1.30 2.20 平成11年2⽉3⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

28 H11-3 平成11年2⽉22⽇ 3.35 1.25 2.10 平成11年2⽉22⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

29 H11-4 平成11年4⽉27⽇ 3.20 1.20 2.00 平成11年4⽉27⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

30 H11-5 平成11年5⽉25⽇ 2.80 1.10 1.70 平成11年5⽉25⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

31 H11-6 平成11年6⽉16⽇ 2.65 1.05   1.60 平成11年6⽉16⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

32 H11-7 平成11年8⽉3⽇ 3.20 1.20 2.00 平成11年8⽉3⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

33 H11-8 平成11年9⽉28⽇ 3.35 1.25 2.10 平成11年9⽉28⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

34 H11-9 平成11年10⽉20⽇ 3.10 1.20 1.90 平成11年10⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

35 H11-10 平成11年11⽉29⽇ 3.25 1.25 2.00   平成11年11⽉29⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

36 H12-1 平成12年1⽉7⽇ 3.35 1.25 2.10 平成12年1⽉7⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

37 H12-2 平成12年2⽉2⽇ 3.25 1.25 2.00 平成12年2⽉2⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

38 H12-3 平成12年2⽉21⽇ 3.15 1.25 1.90 平成12年2⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

39 H12-4 平成12年3⽉27⽇ 3.25 1.25 2.00 平成12年3⽉27⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

40 H12-5 平成12年4⽉21⽇ 3.35 1.25 2.10 平成12年4⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

41 H12-6 平成12年5⽉25⽇ 3.25 1.25 2.00 平成12年5⽉25⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

42 H12-7 平成12年6⽉19⽇ 3.15 1.25 1.90 平成12年6⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

43 H12-8 平成12年9⽉25⽇ 3.25 1.25 2.00 平成12年9⽉25⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

44 H12-9 平成12年10⽉26⽇ 3.35 1.25 2.10 平成12年10⽉26⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

45 H12-10 平成12年12⽉18⽇ 3.25 1.25 2.00 平成12年12⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

【附則】  
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46 H13-1 平成13年2⽉1⽇ 3.05 1.25 1.80 平成13年2⽉1⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

47 H13-2 平成13年2⽉26⽇ 2.95 1.25 1.70 平成13年2⽉26⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

48 H13-3 平成13年3⽉19⽇ 2.85 1.25 1.60 平成13年3⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

49 H13-4 平成13年4⽉2⽇ 2.55 1.25 1.30 平成13年4⽉2⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

50 H13-5 平成13年5⽉18⽇ 2.85 1.25 1.60 平成13年5⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

51 H13-6 平成13年6⽉1⽇ 2.75 1.25 1.50 平成13年6⽉1⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

52 H13-7 平成13年7⽉3⽇ 2.65 1.25 1.40 平成13年7⽉3⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

53 H13-8 平成13年8⽉14⽇ 2.85 1.25 1.60 平成13年8⽉14⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

54 H14-1 平成14年2⽉20⽇ 3.05 1.25 1.80 平成14年2⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

55 H14-2 平成14年4⽉2⽇ 2.95 1.25 1.70 平成14年4⽉2⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

56 H14-3 平成14年7⽉5⽇ 2.75 1.25 1.50 平成14年7⽉5⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

57 H14-4 平成14年11⽉1⽇ 2.55 1.25 1.30 平成14年11⽉1⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

58 H14-5 平成14年12⽉3⽇ 2.45 1.25 1.20 平成14年12⽉3⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

59 H15-1 平成15年2⽉20⽇ 2.35 1.25 1.10 平成15年2⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

60 H15-2 平成15年3⽉19⽇ 2.25 1.25 1.00 平成15年3⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

61 H15-3 平成15年4⽉18⽇ 2.15 1.25   0.90 平成15年4⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

62 H15-4 平成15年5⽉23⽇ 1.95 1.25 0.70 平成15年5⽉23⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

63 H15-5 平成15年7⽉18⽇ 2.45 1.25 1.20 平成15年7⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

64 H15-6 平成15年8⽉20⽇ 2.35 1.25 1.10 平成15年8⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

65 H15-7 平成15年9⽉19⽇ 2.95 1.25 1.70   平成15年9⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

66 H15-8 平成15年10⽉21⽇ 2.75 1.25 1.50 平成15年10⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

67 H15-9 平成15年11⽉21⽇ 2.95 1.25 1.70 平成15年11⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

68 H15-10 平成15年12⽉18⽇ 2.85 1.25 1.60 平成15年12⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

69 H16-1 平成16年1⽉26⽇ 2.75 1.25 1.50 平成16年1⽉26⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

70 H16-2 平成16年2⽉19⽇ 2.65 1.25 1.40 平成16年2⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

71 H16-3 平成16年3⽉18⽇ 2.85 1.25 1.60 平成16年3⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

72 H16-4 平成16年4⽉21⽇ 2.95 1.25 1.70 平成16年4⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

73 H16-5 平成16年7⽉22⽇ 3.25 1.25 2.00 平成16年7⽉22⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

74 H16-6 平成16年9⽉21⽇ 2.95 1.25 1.70 平成16年9⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

75 H16-7 平成16年10⽉21⽇ 3.05 1.25 1.80 平成16年10⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

76 H16-8 平成16年11⽉18⽇ 2.95 1.25 1.70 平成16年11⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

77 H16-9 平成16年12⽉20⽇ 2.85 1.25 1.60 平成16年12⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

78 H17-1 平成17年2⽉21⽇ 2.75 1.25 1.50 平成17年2⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

79 H17-2 平成17年3⽉18⽇ 2.95 1.25 1.70 平成17年3⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

80 H17-3 平成17年4⽉20⽇ 2.85 1.25 1.60 平成17年4⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

81 H17-4 平成17年5⽉25⽇ 2.75 1.25 1.50 平成17年5⽉25⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

82 H17-5 平成17年8⽉18⽇ 2.85 1.25 1.60 平成17年8⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

83 H17-6 平成17年9⽉20⽇ 2.75 1.25 1.50 平成17年9⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

84 H17-7 平成17年10⽉20⽇ 2.95 1.25 1.70 平成17年10⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

85 H18-1 平成18年　1⽉２6⽇ 2.85 1.25 1.60 平成18年　1⽉２6⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

86 H18-2 平成18年　2⽉20⽇ 3.05 1.25 1.80 平成18年　2⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

87 H18-3 平成18年　4⽉20⽇ 3.25 1.25 2.00 平成18年　4⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

88 H18-4 平成18年　5⽉24⽇ 3.35 1.25 2.10 平成18年　5⽉24⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

89 H18-5 平成18年　7⽉20⽇ 3.45 1.25 2.20 平成18年　7⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

90 H18-6 平成18年　8⽉18⽇ 3.35 1.25 2.10 平成18年　8⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

91 H18-7 平成18年9⽉21⽇ 3.15 1.25   1.90 平成18年9⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

92 H18-8 平成18年12⽉20⽇ 3.05 1.25 1.80 平成18年12⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。
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93 H19-1 平成19年1⽉25⽇ 3.15 1.25 1.90 平成19年1⽉25⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

94 H19-2 平成19年6⽉20⽇ 3.25 1.25 2.00 平成19年6⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

95 H19-3 平成19年7⽉19⽇ 3.35 1.25 2.10 平成19年7⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

96 H19-4 平成19年8⽉20⽇ 3.25 1.25 2.00 平成19年8⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

97 H19-5 平成19年9⽉20⽇ 3.05 1.25 1.80 平成19年9⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

98 H19-6 平成19年10⽉18⽇ 3.15 1.25 1.90 平成19年10⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

99 H19-7 平成19年11⽉20⽇ 3.05 1.25 1.80 平成19年11⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

100 H19-8 平成19年12⽉19⽇ 2.95 1.25 1.70 平成19年12⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

101 H20-1 平成20年3⽉19⽇ 2.85 1.25 1.60 平成20年3⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

102 H20-2 平成20年4⽉18⽇ 2.95 1.25 1.70 平成20年4⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

103 H20-3 平成20年5⽉23⽇ 3.15 1.25 1.90 平成20年5⽉23⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

104 H20-4 平成20年6⽉18⽇ 3.25 1.25 2.00 平成20年6⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

105 H20-5 平成20年7⽉18⽇ 3.15 1.25 1.90 平成20年7⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

106 H20-6 平成20年8⽉20⽇ 3.05 1.25 1.80 平成20年8⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

107 H20-7 平成20年9⽉19⽇ 2.95 1.25 1.70 平成20年9⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

108 H20-8 平成20年10⽉21⽇ 3.05 1.25 1.80 平成20年10⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

109 H20-9 平成20年12⽉18⽇ 2.95 1.25 1.70 平成20年12⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

110 H21-1 平成21年1⽉26⽇ 2.85 1.25 1.60 平成21年1⽉26⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

111 H21-2 平成21年4⽉20⽇ 2.95 1.25 1.70 平成21年4⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

112 H21-3 平成21年5⽉27⽇ 3.05 1.25 1.80 平成21年5⽉27⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

113 H21-4 平成21年7⽉21⽇ 2.95 1.25 1.70 平成21年7⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

114 H21-5 平成21年9⽉18⽇ 2.85 1.25 1.60 平成21年9⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

115 H21-6 平成21年11⽉22⽇ 2.95 1.25 1.70 平成21年11⽉22⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

116 H21-7 平成21年12⽉18⽇ 2.85 1.25 1.60 平成21年12⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

117 H22-1 平成22年1⽉22⽇ 2.95 1.25 1.70 平成22年1⽉22⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

118 H22-2 平成22年5⽉26⽇ 2.85 1.25 1.60 平成22年5⽉26⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

119 H22-3 平成22年7⽉22⽇ 2.65 1.25 1.40 平成22年7⽉22⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

120 H22-4 平成22年8⽉18⽇ 2.55 1.25 1.30 平成22年8⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

121 H22-5 平成22年9⽉21⽇ 2.65 1.25 1.40 平成22年9⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

122 H22-6 平成22年10⽉25⽇ 2.45 1.25 1.20 平成22年10⽉25⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

123 H22-7 平成22年11⽉18⽇ 2.55 1.25 1.30 平成22年11⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

124 H22-8 平成22年12⽉20⽇ 2.75 1.25 1.50 平成22年12⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

125 H23-1 平成23年2⽉21⽇ 2.85 1.25 1.60 平成23年2⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

126 H23-2 平成23年5⽉27⽇ 2.75 1.25 1.50 平成23年5⽉27⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

127 H23-3 平成23年8⽉18⽇ 2.65 1.25 1.40 平成23年8⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

128 H23-4 平成23年10⽉20⽇ 2.55 1.25 1.30 平成23年10⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

129 H23-5 平成23年12⽉19⽇ 2.65 1.25 1.40 平成23年12⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

130 H24-1 平成24年1⽉27⽇ 2.55 1.25 1.30 平成24年2⽉1⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

131 H24-2 平成24年4⽉18⽇ 2.65 1.25 1.40 平成24年4⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

132 H24-3 平成24年5⽉23⽇ 2.45 1.25 1.20 平成24年5⽉31⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

133 H24-4 平成24年8⽉20⽇ 2.35 1.25 1.10 平成24年8⽉22⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

134 H24-5 平成24年9⽉20⽇ 2.45 1.25 1.20 平成24年9⽉25⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

135 H24-6 平成24年12⽉19⽇ 2.35 1.25 1.10 平成24年12⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。
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136 H25-1 社団法⼈から公益社
団法⼈に移⾏登記 2.35 1.25 1.10 平成25年1⽉4⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

137 H25-2 平成25年1⽉24⽇ 2.55 1.25 1.30 平成25年1⽉24⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

138 H25-3 平成25年2⽉21⽇ 2.45 1.25 1.20 平成25年2⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

139 H25-4 平成25年3⽉21⽇ 2.35 1.25 1.10 平成25年3⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

140 H25-5 平成25年4⽉18⽇ 2.15 1.25 0.90 平成25年4⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

141 H25-6 平成25年5⽉20⽇ 2.25 1.25 1.00 平成25年5⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

142 H25-7 平成25年6⽉19⽇ 2.45 1.25 1.20 平成25年6⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

143 H25-8 平成25年7⽉19⽇ 2.55 1.25 1.30 平成25年7⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

144 H25-9 平成25年8⽉19⽇ 2.45 1.25 1.20 平成25年8⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

145 H25-10 平成25年10⽉21⽇ 2.25 1.25 1.00 平成25年10⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

146 H26-1 平成26年2⽉20⽇ 2.15 1.25 0.90 平成26年2⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

147 H26-2 平成26年3⽉19⽇ 2.25 1.25 1.00 平成26年3⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

148 H26-3 平成26年7⽉18⽇ 2.15 1.25 0.90 平成26年7⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

149 H26-4 平成26年11⽉20⽇ 2.05 1.25 0.80 平成26年11⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

150 H27-1 平成27年1⽉22⽇ 1.85 1.25 0.60 平成27年1⽉22⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

151 H27-2 平成27年2⽉19⽇ 1.95 1.25 0.70 平成27年2⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

152 H27-3 平成27年3⽉18⽇ 2.05 1.25 0.80 平成27年3⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

153 H27-4 平成27年4⽉20⽇ 1.95 1.25 0.70 平成27年4⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

154 H27-5 平成27年5⽉27⽇ 2.05 1.25 0.80 平成27年5⽉27⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

155 H27-6 平成27年8⽉19⽇ 1.95 1.25 0.70 平成27年8⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

156 H28-1 平成28年1⽉21⽇ 1.85 1.25 0.60 平成28年1⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

157 H28-2 平成28年2⽉19⽇ 1.70 1.30 0.40 平成28年2⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

158 H28-3 平成28年3⽉18⽇ 1.50 1.30 0.20 平成28年3⽉18⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

159 H28-4 平成28年4⽉20⽇ 1.40 1.30 0.10 平成28年4⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

160 H28-5 平成28年9⽉20⽇ 1.50 1.30 0.20 平成28年9⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

161 H28-6 平成28年10⽉20⽇ 1.40 1.30 0.10 平成28年10⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

162 H28-7 平成28年11⽉24⽇ 1.35 1.27 0.08 平成28年11⽉24⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

163 H28-8 平成28年12⽉19⽇ 1.60 1.30 0.30 平成28年12⽉19⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

164 H29-1 平成29年2⽉20⽇ 1.70 1.30 0.40 平成29年2⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

165 H29-2 平成29年3⽉21⽇ 1.60 1.30 0.30 平成29年3⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

166 H30-1 平成30年8⽉20⽇ 1.70 1.30 0.40 平成30年8⽉20⽇ この通知は、左記施行月日から施行する。

167 H30-2 平成30年12⽉19⽇ 1.60 1.30 0.30 平成31年1⽉21⽇ この通知は、左記施行月日から施行し、左記金利改定日から適用する。

168 H31-1 平成31年2⽉21⽇ 1.50 1.30 0.20 平成31年2⽉25⽇ この通知は、左記施行月日から施行し、左記金利改定日から適用する。

169 H31-2 令和元年7⽉19⽇ 1.35 1.27 0.08 令和元年7⽉26⽇ この通知は、左記施行月日から施行し、左記金利改定日から適用する。

170 H31-3 令和元年8⽉20⽇ 1.35 1.28 0.07 令和元年8⽉22⽇ この通知は、左記施行月日から施行し、左記金利改定日から適用する。

171 H31-4 令和元年9⽉19⽇ 1.30 1.28 0.02 令和元年9⽉25⽇ この通知は、左記施行月日から施行し、左記金利改定日から適用する。

172 H31-5 令和元年10⽉21⽇ 1.35 1.29 0.06 令和元年10⽉29⽇ この通知は、左記施行月日から施行し、左記金利改定日から適用する。

173 H31-6 令和元年11⽉18⽇ 1.35 1.26 0.09 令和元年11⽉25⽇ この通知は、左記施行月日から施行し、左記金利改定日から適用する。

174 H31-7 令和元年12⽉18⽇ 1.50 1.30 0.20 令和元年12⽉24⽇ この通知は、左記施行月日から施行し、左記金利改定日から適用する。

175 R2-1 令和2年2⽉20⽇ 1.40 1.30 0.10 令和2年3⽉23⽇ この通知は、左記施行月日から施行し、左記金利改定日から適用する。

176 R2-2 令和2年4⽉20⽇ 1.50 1.30 0.20 令和2年4⽉24⽇ この通知は、左記施行月日から施行し、左記金利改定日から適用する。

177 R2-3 令和2年7⽉20⽇ 1.60 1.30 0.30 令和2年7⽉22⽇ この通知は、左記施行月日から施行し、左記金利改定日から適用する。


